
概 要

国内の多くの文化施設が老朽化による大規模修繕等の時期を迎える中、民間の経営ノウハウを活用し、施設の持つポテンシャル

を最大限活かす観点から、施設の所有権を公共が保有したまま運営権を民間事業者に設定する「コンセッション方式」の導入が国に

おいて促進されています。

今般、整備後の奈良県文化会館の運営にコンセッション方式を導入することを決定しました。

これに伴い、これまでムジークフェストなら実行委員会と奈良県が直営で実施してきました音楽祭「ムジークフェストなら」につきま

しては、県が必ず実施を求める「特定事業」として位置づけ、令和10年度以降は奈良県文化会館を運営することとなる民間事業者

による運営へと移行する予定です。

このため、令和9年度までは従来どおり実施し、令和9年度内にはムジークフェストなら実行委員会を解散する予定です。
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※ ・サービス対価⇒性能発注に基づくサービス提供の対価
・指定管理料 ⇒仕様発注に基づく管理代行の費用

特定事業（県が必ず実施を求めるもの）

音楽祭「ムジークフェストなら」の開催など

令和１０年度以降の音楽祭「ムジークフェストなら」の実施について 令和７年１１月２１日
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